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序     文 

 
日本国政府は、エジプト・アラブ政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査を行うこ

とを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 
当機構は、平成 18 年 9 月 15 日から 9 月 28 日まで調査団を現地に派遣しました。 
調査団は、エジプト・アラブ共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の

国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 
終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
 

平成 18 年 12 月 
 
 独立行政法人 国際協力機構 
  無償資金協力部 部長 中川 和夫 
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名称 記号 換算値 
平方メートル m2 （1）
アール a 100
ヘクタール ha 10,000
エーカー acre 4,046.7
平方キロメートル km2 1,000,000
フェダン（feddan） - 4,200

 
    
円換算レート（2006 年 10 月末日時点） 
EGP 1（1 Egyptian Pound / エジプトポンド）= 約20円 
USD 1（1 United States Dollar / 米ドル）= 約120円 
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第１章 調査の概要 
 
1-1 調査の背景と目的 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として

成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約 1 に基づき、1968 年度から食糧援助

（以下、「KR」という）を開始した。 
一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、

日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材

についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 
1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助

（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」とい

う）」として新設した。 
以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支

援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し

2KR を実施してきた。 
一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助

（2KR）の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開

するとともに、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」におい

て、「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。 
外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12
月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12
月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 
② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 
③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 
④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあ

り方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、

予算額、我が国との 2 国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定

し、JICA に調査の実施を指示することとした。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 
① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 
② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交

                                                   
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）とその

加盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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換会の制度化 
③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

平成 18 年度については、供与対象候補国として 19 カ国が選定され、その全てに調査団が派遣さ

れた。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポーネント協

力の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を行うとともに、

国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を聴取することとし、

要請内容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 
 
なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討

を踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援」（Grant Assistance for Underprivileged  
Farmers）に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化することを通じ、その

上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととした。 

 

(2) 目的 

本調査は、エジプト・アラブ共和国について、平成 18 年度の貧困農民支援（2KR）供与の可否の

検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施した。 
 

1-2. 体制と手法 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 
現地調査においては、エジプト・アラブ共和国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布

機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、エジプト・アラブ共和国における 2KR のニ

ーズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析

においては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 
 

(2) 調査団構成 

総  括 石森 朋広 独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 
管理・調整グループ 管理チーム 

実施計画 金澤 仁 （財）日本国際協力システム 業務部 
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(3) 調査日程 

石森団長 金澤団員

1 9月15日 金

19:50 羽田発（JL1317) →
21:05 関西空港着

23:15 関西空港発（JL5099）→
ドバイ

2 9月16日 土

05:00 ドバイ着

15:10 ドバイ発（EK923）→
18:00 カイロ着

カイロ

3 9月17日 日

09:30 JICAエジプト事務所表敬/協議

12:00 農業・土地開拓省表敬/協議 同上

4 9月18日 月
10:00 農業・土地開拓省協議

同上

5 9月19日 火

11:00 ギザ（Giza）県バドラシーン（Badrasheen）AMS視察

13:00 農民組合との協議

15:00 同アヤト（Ayat）AMS視察
同上

6 9月20日 水

12:00 ミニア（Menia)県サマルート（Samaloot）AMS視察

14:00 農民組合との協議 同上

7 9月21日 木

19:50 羽田発（JL1317) →
21:05 関西空港着

23:15 関西空港発（JL5099）→

11:00 ガルベイヤ（Gharbeya）県マハラ（Mahara）AMS視察

15:00 メヌフェイヤ（Menufeya）県タラ（Tala）AMS視察
同上

8 9月22日 金

05:00 ドバイ着

08:50 ドバイ発（EK927）→
10:40 カイロ着

資料整理
団内打合せ

同上

9 9月23日 土 資料整理
同左

同上

10 9月24日 日

09:30 農業・土地開拓省協議

10:00 農機販売店Eｌ Deyab視察/協議

12:00 同Daltex Ebasco視察/協議

16:00 JICAエジプト事務所中間報告

同左

同上

11 9月25日 月

09:30 農業・土地開拓省協議

10:15 農機販売店ADCO視察/協議

11:15 同ECAD視察/協議

12:30 農業・土地開拓省協議

同左

同上

12 9月26日 火

09:30 農業・土地開拓省協議

11:00 ミニッツ協議

10:00 FAO協議（本協議以外は同左）

同上

13 9月27日 水

09:30 ミニッツ協議

14:30 ミニッツ署名

16:00 JICAエジプト事務所最終報告

19:50 カイロ発（EK924）→
機中泊

14 9月28日 木

01:25 ドバイ着

02:50 ドバイ発（JL5090）→
17:20 関西空港着

18:45 関西空港発（JL1316）→
19:54 羽田着

No. 日付 曜
旅程

宿泊地

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

(4) 面談者リスト 

農業・土地開拓省 

農業機械化局  

 Dr. Osama Mohamed Kamel First Undersecretary 

 Mr. Eng. Mohamed Salah Eldin Director  

 Mr. Hassan Ameen  Undersecretary for Finance Administration 

Affair 

 Mr. Mostapha Mohamed Mosa Undersecretary for Maintenance 

 Mr. Hasan Rabie General Manager for Technical Follow Up 

 Mrs. Susan Waheed General Manager for Accountant 

 Mr. Hamed El Shawary General Manager for Operation 

 

農業機械化ステーション 

バドラシーン（Badrasheen）（ギザ<Giza>県） 

Mr. Eng. Salah Edrees General Administration Manager, Giza 

Mr. Eng. Sebak Ali Hassan Station Manager, Badrashin 

Mr. Eng. Hussein Salah Shabban Officer, Operation Section, Badrashin 

Mr. Eng. Said Mohamed Ahmed Chief, Maintenance Section, Badrashin 

 

アヤット（Ayat）（ギザ県） 

Mr. Eng. Salah Edrees General Administration Manager, Giza 

Mr. Eng. Kamis Abdelkader Operation Manager, Fayoum and Giza 

Mr. Eng. Ahmed Mebei Mohamed Maintenance Manger, Fayoum and Giza 

Mr. Khaled Abdel El Kaleg Financial and Administration Manager, 

 Fayoum and Giza 

Mr. Eng. Abdelnaser Ragab  Station Manager, Ayat 

Mr. Eng. Yagook Ahmed Said Chief, Operation Section, Ayat 

Mr. Eng. Sayed Mohamed Atta Chief, Maintenance Section, Ayat 

 

サマルート（Samaloot）（ミニア<Menia>県） 

Mr. Eng. Gharahim Selim Undersecretary, North Upper Egypt 

Mr. Eng. Rehfaat Henery General Administration Manger, Menia 

Mr. Eng. Mohamed Kamel Operation Manager, Menia 

Mr. Eng. Yassin Ali Ahmed Station Manager, Samaloot 

Mr. Eng. Khaled Mohamed Chief, Operation Section, Samaloot 

Mr. Eng. Fathy Mahmoud Chief, Maintenance Section, Samaloot 
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マハラ（Mahala）（ガルベイヤ<Gharbeya>県） 

Mr. Eng. Mohsen Arafa Undersecretary, Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng. Khaled Shame El Din Operation Manager, Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng. Fouad Rezk Maintenance Manager,  

 Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng Abel Man Sohue Technical Affair Manager, 

 Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng. El Said Khalil Station Manager, Mahala 

 

タラ（Tala）（メヌフェイヤ<Menufeya >県） 

Mr. Eng. Mohsen Arafa Undersecretary, Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng. Hamady El Nahta General Manager, Gharbeya and Menufeya 

Mr. Eng. Galal Abu El Enin Station Manager, Tala 

Mr. Eng. El Sayed Mostafa Operation Chief, Tala 

Mr. Eng. Atya Abdel Kreer Maintenance Chief, Tala 

  

FAO Regional Office for the Near East 

 Dr. Ahmed Chikhaoui, Ph. D FAO Representative in Egypt & 

  Deputy Regional Representative 

 Dr. Maurice Saade, Ph. D Policy Officer 

 Dr. Yassin J. Wehelie, Ph. D Regional Food Systems Economist 

 Ms. May A. Hani Regional Extension, Education and  

  Communication Officer 

 

農民組合（Farmers Association） 

アジジーア（Azizia）（ギザ県 バドラシーン<Badrasheen>） 

Mr. Attia Mohamed Heaba Farmer 

Mr. Eid Mohamed Heaba Farmer 

Mr. Ramzi Abdelaal Salam Farmer 

Mr. Tarek Eid Mohamed Heaba Accountant, Farmer 

Mr. Mohamed Eid Mohamed Farmer 

Mr. Sameh Eid Mohamed Farmer 

 

タウフィキヤ（Towfiqya）（ミニア県 サマルート<Samaloot>） 

Mr. Eng.Hesham Hussein Abdalla Farmer 

Mr. Roshdy Ahmed Abdelfata Farmer 

Mr. Refaat Ahmed Farmer 
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コロンサ（Kolonsa）（同上） 

Mr. Eng. Refaat Naguib Gerges Farmer 

Mr. Mohamed Ahmed Abdel Salah Farmer 

Mr. Farah Ramzy Gerges Farmer 

Mr. Mohamed Hebry Mohamed Chief Engineer / Extension Engineer 

 

農機ディーラー 

El Deyab 

Mr. Ahmed A. Diab  Chief Executive Officer 

 

Daltex Ebasco 

Mr. Eng. Mohamed Salem Taha General Manager 

 Technical Consultation Department 

 

ADCO（African Development Co. for Trade） 

Mr. Mohamed Abdullah Ashour General Manager 

 

ECAD（Egyptian Company For Automation and Development） 

Mr. Eng. Khaled Elwy El-Ghamry  General Manager 

 

JICA エジプト事務所 

岡本 茂  所長  

小森 正勝  次長  

東 太郎  所員 

 Mr. Sherif Ahmed Yousri Program Officer 
 



7 

第 2 章 当該国における農業セクターの概況 
 

2-1 農業セクターの現状と課題 

(1) 農業セクターの概要 

エジプト・アラブ共和国（以下「エ」国と称す）の国土は、ほぼ平坦で、ナイル河上流でも標高

が 190m 前後と低く、気候と地形によって次の 3 つに大別される。 
 
① 首都カイロ以北のナイル河下流デルタ地域 

本地域は地中海に面した比較的温暖な地中海性気候と、それ以外の亜熱帯性気候地域から成る。

これらの地域では年間約150～200mmの降雨量があり、農業用水が比較的豊富なため、同国耕

地の約56％がこのナイルデルタ地域に集中している。代表的都市はアレキサンドリアであり、

平均気温は20.4℃、年間降雨量は190mmで10月から3月にかけての冬季に集中している。 
 

② 首都カイロ以南のナイル河流域 
当地域は年間を通してほとんど降雨のないステップ気候に属する。代表的都市であるカイロ

の最高気温は7～8月に40℃前後であり、最低気温は１月に7～8℃程度となる。降雨量は地中

海沿岸に比べるとかなり少なく、年間降雨量は27mmである。 
 

③ 上記2地域以外の砂漠地帯（リビア砂漠、アラビア砂漠及びシナイ砂漠） 
代表的都市であるアスワンの夏の気温は40℃を超えるが、冬の最低気温は10℃前後まで低下

する。降雨は年間を通じてほとんどなく、年間降雨量は1.7mmであり、農業にはそれ程適し

ていない地域である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

首都カイロ以北のナイル河下流デルタ

首都カイロ以南のナイル河流域

砂漠地帯

カイロ

アレキサンドリア

アスワン

図 2-1 「エ」国地域別気候区分 
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「エ」国には、表 2-1 のとおり冬季作物、夏季作物、ナイル作物の三種類の季節作物が存在し、それ

ぞれの作付時期により区分される。冬季作物は 11 月から 4 月、夏季作物は 3 月あるいは 4 月から 9 月、

ナイル作物は 5 月から 10 月にかけて作付けが行われる。冬季作物は、表 2-2 のとおりコムギ、クロー

バー、野菜、夏季作物は、表 2-3 のとおりトウモロコシ、イネ、野菜で、ナイル作物は、表 2-4 トウ

モロコシ、野菜、ジャガイモに代表される。 
 

表 2-1 季節作物別の作付面積 
 

 （単位：ha） 
作物の種類 2000 2001 2002 2003

冬季作物 5,441,452 5,392,611 5,579,212 5,595,751 5,703,117

夏季作物 5,492,674 5,537,348 5,690,445 5,595,598 5,741,535

ナイル作物 261,248 242,107 254,422 264,778 267,011

11,195,374 11,172,066 11,524,079 11,456,127 11,711,663合計 100.0%

2004

48.7%
49.0%

2.3%

 
 （出所：MALR<農業・土地開拓省>） 

 
 

表 2-2 冬季作物の作付面積 
 

 （単位：ha） 
作物の種類 2000 2001 2002 2003

コムギ 2,463,265 2,341,795 2,450,428 2,506,178 2,605,483

クローバー 1,810,387 1,934,825 1,995,495 1,966,160 1,905,380

野菜 496,187 427,937 441,722 464,997 484,629

その他 671,613 688,054 691,567 658,416 707,625

合計 5,441,452 5,392,611 5,579,212 5,595,751 5,703,117

2004

45.7%
33.4%

8.5%
12.4%

100.0%
 

 （出所：MALR） 
 

表 2-3 夏季作物の作付面積 
 

 （単位：ha） 
作物の種類 2000 2001 2002 2003

トウモロコシ 1,679,452 1,773,452 1,668,492 1,657,799 1,684,917

イネ 1,568,936 1,340,270 1,547,369 1,507,634 1,536,642

野菜 726,209 715,108 770,191 855,210 762,777

その他 1,518,077 1,708,518 1,704,393 1,574,955 1,757,199

合計 5,492,674 5,537,348 5,690,445 5,595,598 5,741,535 100.0%

2004

29.3%
26.8%

13.3%
30.6%

 
 （出所：MALR） 
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表 2-4 ナイル作物の作付面積  
 

 （単位：ha） 
作物の種類 2000 2001 2002 2003

トウモロコシ 137,322 123,014 127,034 137,494 146,226

野菜 67,145 64,567 70,842 72,702 65,411

ジャガイモ 18,432 19,972 20,325 19,055 25,420

その他 38,349 34,554 36,221 35,527 29,954

合計 261,248 242,107 254,422 264,778 267,011

2004

54.8%
24.5%

9.5%
11.2%

100.0%
 

 （出所：MALR） 
 
「エ」国における主たる農業形態は、首都カイロ以北のナイル河下流デルタにみられる綿花を中心

とした 3 年間の輪作である。綿花は、表 2-5 のとおり農地の生産性を維持するための作物として、穀

類、豆類とともに輪作体系に組み込まれている。また、野菜は年間を通じて輪作体系に加えられ、都

市近郊では野菜に特化した農業を営んでいるケースも多い。 
 

表 2-5 「エ」国の輪作体系 
 

冬 夏 冬 夏 冬 夏
イネ イネ

トウモロコシ トウモロコシ
ソルガム ソルガム

キビ・アワ類 キビ・アワ類
休耕

1年目 2年目 3年目

ベルシウム 綿花 コムギ マメ類

 
 （出所：MALR） 

 
また、ナイル河下流デルタ地域西部のカイロ～アレキサンドリア間の幹線道路沿線においては、

「エ」国の農地拡大政策によって砂漠を開拓し農地化した「新規開拓地帯」と呼ばれる地域があり、

灌漑水路の整備や地下水開発による農業開発が行われている。MALR（農業・土地開拓省）によれば、

新規開拓地帯の農民は大部分が入植者で、農家一戸あたりの平均農地面積がナイル河下流デルタに比

し比較的大きな営農規模となっている。 
「エ」国の農業セクターは、表 2-6 のとおり対 GDP 比 15.1%と、サービス業 48.0%、工業 36.9%に次

ぐセクター（2004 年）である。しかし、表 2-7 のとおり「エ」国の人口及び労働人口が年々増加して

いるのに対し、それぞれの農業労働人口の割合は減少傾向にある。 
 

表 2-6 「エ」国セクター別 GDP 比推移 
 

 （単位：%） 
区分 2000 2001 2002 2003

農業 16.8 16.8 16.9 17.0 15.1
工業 33.1 33.1 33.1 33.0 36.9
サービス業 50.1 50.1 50.0 50.0 48.0

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2004

 
 （出所：外務省・世銀） 
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表 2-7 「エ」国における農業就労人口推移 

 

2000 67,784 24,884 8,354 16,530 12.3 33.6
2001 69,124 25,597 8,415 17,182 12.2 32.9
2002 70,507 26,338 8,475 17,863 12.0 32.2
2003 71,931 27,107 8,535 18,572 11.9 31.5
2004 73,390 27,902 8,535 19,367 11.6 30.6

年

全人口に対
する農業労
働人口の

割合（％）

全労働人口に
対する農業労
働人口の割合

（％）

全人口
（1,000人）

全労働人口
（1,000人）

農業労働
人口

（1,000人）

非農業労働
人口

（1,000人）

 
 （出典：FAOSTAT 2006） 
 
 
 (2) 食糧生産・流通状況 

｢エ｣国では食糧作物として、表 2-8 のとおりコムギ、コメ、トウモロコシ、オオムギ等が多く栽

培されている。しかし、ここ数年、人口増加による国内需要が高まったため、各作物とも相当量の

輸入を行っており、外貨流出の一因となっている。以下に 2004 年における主要食糧作物の生産量、

輸入量、輸出量、消費量を示す。 
 

表 2-8 主要穀物の生産・輸出入・消費状況 
 

 （単位：トン） 
年 区分 コムギ コメ トウモロコシ オオムギ

生産量 7,177,855 6,352,370 6,236,140 63,080
輸入量 4,366,841 407 2,429,278 2,905
輸出量 379 244 1,554 0
消費量 11,544,317 6,352,533 8,663,864 65,985

2004

 
 （出典：FAOSTAT 2006） 
 
今般要請書の対象作物であるコムギは、「エ」国ではコメ、トウモロコシとならぶ主要食糧作物の１

つである。コムギは食糧作物中、表 2-2 のとおり 2,605,483 ha（2004 年）と作付面積が一番大きいもの

の、表 2-8 のとおり消費量 11,544,317 トンの約 37.8%に当たる 4,366,841 トン（同上）を輸入に頼って

おり、国内需要を満たすには至っていない。 
「エ」国のコムギの生産量は、表 2-8 及び図 2-2 のとおり 1995 年の 5,722,441 トンから 2004 年の

7,177,855 トンと、ここ 10 年、年々増加してきた。しかし、同国の人口は毎年約 2％増加し、食糧需要

が増加の一途をたどっている中、生産量の増加は食糧需要の増加をまかなうことができず、2004 年の

コムギの自給率は、図 2-3 のとおり 62.2%となっている。 
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 （単位：トン） 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

生産量

輸入量

消費量

 
 （出典：FAOSTAT 2006） 
 

図 2-2 「エ」国コムギの生産量・輸入量（1995-2004） 
 

 （単位：%） 

自給率

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

自給率

 
 （出典：FAOSTAT 2006） 
 

図 2-3 「エ」国コムギの自給率（1995-2004） 
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本年度 2KR の対象地域であるギザ（Giza）県、ミニア（Menia）県の対象地域のコムギの生産

状況を表 2-9 に示す。各県の生産量、作付面積とも一定の伸びを示しているが、単位面積あたり

の収量（単収）でみると横ばい状態で、ミニア県については減少傾向にあり、コムギの生産力の

低下がうかがえる。 
 

表 2-9 県別コムギ生産状況（1999-2003） 
 

県名 作付状況 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年

生産量（ﾄﾝ） 74,778 88,475 88,811 99,243 102,339

作付面積（ha） 23,635 28,416 27,928 31,135 31,410

単収（ﾄﾝ/ha） 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3

生産量（ﾄﾝ） 484,988 534,114 566,661 540,833 535,155

作付面積（ha） 150,181 161,582 176,044 187,017 182,959

単収（ﾄﾝ/ha） 3.2 3.3 3.2 2.9 2.9

ギザ県

ミニア県

 
（出所：MALR） 

 
(3) 課題 

 「エ」国の農業においては、コムギ、イネ、トウモロコシなどの主要穀物の生産量が増加して

おり、栽培面積も拡大しているが、表 2-8 が示すとおり各穀物とも一定量を輸入しており、その

生産量は毎年約 2%で増加する人口増による食糧需要の増加をまかなえておらず、生産性の向上に

よる自給率の改善が課題となっている。 
 「エ」国では、乗用トラクターやコンバイン等の農機を含め、適期の農作業を行うために必要

な農具、農機を必ずしも農家が所有していない。2～3 フェダン（0.84～1.26ha）の農地による営

農では、農機を購入できる程の十分な収入が得られず、他方、家族労働力による手作業で管理で

きる範囲を超えているため、農機や農具を所有していない農家は、MALR が行う農機貸出サービ

スや農機・農具を所有している農家に委託して農作業を行っている。 
 「エ」国における農機の利用形態は、MALR の AMS（農業機械化ステーション）による農機貸

出サービスを含め、次の 3 つに分けられる。 
a) MALR/AMS による農機貸出サービス 
b) 農民自身の所有農機利用 
c) 農機を所有する農民から他の農民に対する農機貸出サービス 

 c) は民間による農機貸出サービスであり、主として乗用トラクターによる耕起作業が行われて

いる。MALR によれば、耕起作業についてはほとんどの農民が民間による農機貸出サービスを利

用しているとのことで、AMS 関係者によれば、b）と c）の利用形態が全体の 80%～90%を占めて

いるとのことである。 
AMS による農機貸出サービスは、貧困農民の手が届く廉価な料金設定に加え、耕起作業が中心

の民間による農機貸出サービスに対し、播種、脱穀、灌水のみならず、中耕、培土、防除、ベー

リング（麦わら等の粗飼料の圧縮梱包）の作業にも対応できるようになっており、両者は農地の

高度利用において相互補完関係にあるといえる。 
 また、民間の賃耕業者は、同 AMS 関係者によれば、図 2-4 のとおり、農閑期においては AMS
のサービス料よりも安価な料金を提示しているが、農機需要の高い農繁期には AMS のサービス料

を上回る料金を徴収している。このため農家はできるだけ安価な農機貸出サービスを利用しよう

と、民間と AMS の料金を比較しながら、農機貸出サービスの申込みを行っているが、近年は燃料



13 

費の高騰から農閑期でも料金を下げない民間の賃耕業者が多く、AMS にリース依頼が集中する傾

向にある。 
 

*　　農業・土地開拓省農業機械化ステーション（MALR-AMS）のサービス料金は年間通じ同額。
**　民間の賃耕料金は、農閑期にはMALR-AMSより安いが、農繁期には逆転し高くなる。

調査期間中、MALR-AMSに対し、民間業者調査のため、適当な業者の紹介を依頼したが、
紹介を受けられなかった他、民間の賃耕リース代金は上記のとおり固定ではないので、
一概には言えないとの回答を得た。

農繁期農閑期 農閑期

MALR-AMS　*

民間　**

↑
高い

安い
↓

農機貸出サービス料金

 
 

図 2-4 民間と AMS の農機貸出サービス料金の違い（イメージ） 
 
 

AMS による農機貸出サービスは、農繁期であっても農閑期であっても全国一律の料金で農機の

貸出が行われている。しかし、AMS によるサービスは全体の約 1 割にすぎず、農繁期には利用申

込が殺到し予約から 2 週間程待たなければならないが、農家には廉価な AMS の農機貸出サービス

を利用したいという希望が強い。 
AMS の農機貸出サービスを利用できない農家は、割高な民間の賃耕サービスを利用することに

なるが、農繁期における民間ベースの農機や農具の費用が競合によって上昇するため、農作業を

適期に行うことができず、作物の輪作が困難となる。さらに、長年同一作物を同一圃場で連作す

ることによる病虫害の発生や地力の低下等の問題も発生しており、生産性向上の課題となってい

る。 
 この他に、水需要のピーク時には特に灌漑水路の下流側で水不足が発生している。ナイル河流

域では、水路の水位が農地より低い圃場があり、農地面積や作付状況に見合った灌漑ポンプが不

可欠となっているが、高価なためその導入は遅々として進んでいない。また、灌漑区域毎に作付

時期をずらしたり、農地の均平化や節水灌漑の導入等による水管理を試みているが、農繁期の水

不足を完全に補うことはできていない。 
 その他に、不安定な生産物価格、農業資機材の高騰、農業資金の高金利借入れ等の問題もあり、

「エ」国農業セクターの発展のためには課題が山積みされている。 
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2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

(1) 貧困農民の定義 

貧困農民の明確な定義は「エ」国にはないが、MALR は 1 フェダン 1 以下の耕地を所有し、家

族を十全に養う食糧を生産することができず、農業資機材を購入する財源がなく伝統的農業を営

んでいる小規模農民を貧困農民としている。 
 
(2) 貧困農民の現状と課題 

1 フェダン以下の耕地を有する農家は、表 2-10 のとおり「エ」国全体の 3,767,991 世帯のうち、

1,615,590 世帯と全体の 42.9％を占める。一方、世界銀行の国別援助戦略（2006-2009）によれば、

貧困層の 63%が農村地域に存在するとされ、農村地域において貧困層は確実な広がりを見せてい

る。農家全体の 42.9%を占める貧困農民は家族を十全に養う食糧を生産することができておらず、

これら貧困農民が「エ」国の農村地域の貧困層の中核をなしている。 
 

表 2-10 所有耕地による農民区分 
 

フェダン ha 全体に占める割合
1フェダン以下 1,615,590 42.9% 722,000 303,240 8.1%
1～2 881,085 23.4% 1,117,000 469,140 12.5%
2～3 566,926 15.0% 1,154,000 484,680 12.9%
3～4 239,106 6.3% 769,000 322,980 8.6%
4～5 107,389 2.9% 454,000 190,680 5.1%
5～7 169,064 4.5% 920,000 386,400 10.3%
7～10 65,362 1.7% 522,000 219,240 5.8%
10～15 57,236 1.5% 655,000 275,100 7.3%
15～20 24,322 0.6% 395,000 165,900 4.4%
20～30 21,661 0.6% 493,000 207,060 5.5%
30～50 11,910 0.3% 430,000 180,600 4.8%
50～100 5,654 0.2% 357,000 149,940 4.0%
100フェダン以上 2,686 0.1% 941,000 395,220 10.5%

合計 3,767,991 100.0% 8,929,000 3,750,180 100.0%

5フェダン以下 3,410,096 90.5% 4,216,000 1,770,720 47.2%

耕地面積
耕地区分 農家数（世帯）

 
 （出所：MALR） 
 

2005 年の「エ」国における貧困率 2 及び推定貧困層は、表 2-11 のとおり 17.0%、12,110,227 人

となっている。1995 年の貧困率 19.4%は下回っているものの、2000 年の貧困率 16.7％、貧困層

11,239,100 人に対して貧困率、貧困層とも増加しており、貧困の急激かつ大幅な減少には至ってい

ない。前述のとおり人口増加による食糧の国内需要が増加傾向にある中、貧困農民を中心とした貧

困層は漸増している。 
 

表 2-11「エ」国における貧困率と推定貧困層の推移 
 

年
全人口
（人）

貧困率
（%）

推定貧困層
（人）

1995 52,400,000 19.4 10,165,600
2000 67,300,000 16.7 11,239,100
2005 71,236,631 17.0 12,110,227  

 （出所：外務省・世銀・MALR） 

                                                   
1 「エ」国の耕地面積単位 1 feddan = 0.42 ha 
2 全人口に対する貧困ライン以下の人々の割合。「エ」国の貧困ラインは 1 日あたり USD 2 以下で生活を営む人々を示

す。推定貧困層は全人口に貧困率を乗じたもの。 
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2005 年の各県別人口に「エ」国の貧困率を乗じた各県別の推定貧困層を表 2-12 に示す。1 位の

カイロ（Cairo）県から 10 位のアレキサンドリア（Alexandria）県までで推定貧困層は「エ」国全

体の約 70%に達しており、本年度の対象地域であるギザ（Giza）県（2 位）やミニア（Menia）県

（6 位）もここに含まれている。 
両県の貧困層は約 170 万人、約 20 万世帯（1 世帯 8 人にて換算 3）と推定され、貧困削減のた

め農業生産性の向上による所得収入の拡大が急務であり、農業生産性の向上のため MALR が実施

する廉価な農機貸出サービスが不可欠である。 
 

表 2-12 2005 年「エ」国県別推定貧困層 
 （単位：人） 

No. 県名 人口 推定貧困層 %
1 カイロ県 7,836,243 1,332,161 11.0%
2 ギザ県 5,760,651 979,311 8.1%
3 シャルキィーヤ県 5,208,052 885,369 7.3%
4 ダカレィヤ県 5,005,277 850,897 7.0%
5 ボヒラ県 4,773,196 811,443 6.7%
6 ミニア県 4,134,832 702,921 5.8%
7 ガルベイヤ県 3,980,509 676,687 5.6%
8 カルユビア県 3,956,791 672,654 5.6%
9 ソハグ県 3,899,304 662,882 5.5%

10 アレキサンドリア県 3,865,502 657,135 5.4%
11 アシウット県 3,499,600 594,932 4.9%
12 メヌフェイヤ県 3,285,491 558,533 4.6%
13 ケナ県 2,995,664 509,263 4.2%
14 カフル・アル・シェイフ県 2,629,491 447,013 3.7%
15 ファイユーム県 2,478,230 421,299 3.5%
16 ベニスエフ県 2,304,563 391,776 3.2%
17 アスワン県 1,133,886 192,761 1.6%
18 ドミアト県 1,095,528 186,240 1.5%
19 イスマイラ県 882,247 149,982 1.2%
20 ポートサイド県 546,776 92,952 0.8%
21 スエズ県 497,421 84,562 0.7%
22 ルクソール県 430,214 73,136 0.6%
23 南シナア県 326,324 55,475 0.5%
24 マルサ・マトロー県 276,261 46,964 0.4%
25 ブフル・アフマル県 192,469 32,720 0.3%
26 アルワジ・アルガデッド県 172,939 29,400 0.2%
27 北シアナ県 69,170 11,759 0.1%

71,236,631 12,110,227 100.0%合計  
 （出所：世銀・MALR） 

                                                   
3 出所：MALR 
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2-3 上位計画（農業開発計画 / PRSP） 

(1) 長期経済社会開発計画「エジプトと 21 世紀」 
「エ」国政府は 1997 年 3 月に「エジプトと 21 世紀」（1997-2017）と題する長期経済社会開発計画

を策定し、同計画において、民間セクターの役割重視、自由競争原理の適用、教育・医療の改善、女

性の役割向上、環境保全、水資源の確保等を 21 世紀に向けた長期的開発計画の方向性として打ち出

した。 
同計画の農業分野では、年平均 4％前後の実質成長率で農業生産を拡大することを目標とし、水利

用の効率化、優良作物の開発・普及、畜産・水産分野の振興及び市場・流通サービスの改善などを図

ることとしている。 
 

(2) 第 5 次経済・社会開発五ヵ年計画 

「エ」国の国家計画である「第 5 次経済・社会開発五ヵ年計画」（The Fifth Five Year Plan for Economic 
and Social Development 2002-2006）は持続的な経済成長と貧困削減による所得格差の軽減を目標とし、

農業開発分野は外貨獲得、雇用創出、食糧自給率向上の観点から重要視されており、主要開発戦略と

して伝統農法の改良、主要作物の自給率向上、土地・水資源利用の効率化を掲げている。また、1995
年に策定された食糧自給 10 か年計画（Food Sufficiency Plan）では、以下の 3 項目を農業開発指針

（Guidelines for the main features of the agricultural development plan）として掲げている。 
 

① 農業生産性の向上 
② 農業収入の向上と雇用機会の創出 
③ 農産物貿易の不均衡への対応 

 
さらに、上記農業開発指針を達成するため、以下の 4 つの農業開発戦略が策定されている。 

 
① 土地と水資源開発  
② 農業収入の向上と雇用機会の創出 
③ 農業生産性の向上 
④ 農産物貿易不均衡の改善 

 

(3) 農業機械化開発戦略 

 「エ」国 2KR の実施機関である MALR 農業機械化局（Agricultural Mechanization Sector）4 は、2004
年に農業機械化開発戦略（Strategy of the Development of Agricultural Mechanization in Egypt 2004-2007）
を策定した。同戦略において、「エ」国農業の機械化は、食糧自給計画に従って農業生産性向上を達

成する必要不可欠な要件であるとされている。能率性の高い農作業を適期に行い、年間を通じた輪作

体制を維持するための手段として農業機械化を推進することにより、農家は安定的かつ生産性の高い

持続的農業経営が可能になる。 
 

                                                   
4 農業機械化局は農機貸出サービスを実施する農業機械化ステーション（AMS）の監督部局である。 
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第 3 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 
 

3-1 実績 

「エ」国における 2KR は 1981（昭和 56）年度に開始され、1985（昭和 60）年度、2000（平成 12）年

度、2003（平成 15）年度、2005（平成 17）年度を除いて、これまでに 21 回実施され、供与金額合計は、

表 3-1 のとおり 142.58 億円となっている。 
 

表 3-1 「エ」国に対する 2KR 実績 
 

 2000 年 
までの累計

2001 年 
（H13） 

2002 年

（H14）
2003 年 
（H15）

2004 年 
（H16）

2005 年 
（H17） 

合計 

E/N 額 
（億円） 120.5 8.4 9.68 - 4.0 - 142.58 

品目 肥料/農薬 
/農機 

肥料/農薬 
農機 

肥料/ 
農機 

- 農機 -  

 （出典：平成 16 年度 2KR コミッティ資料） 
 

また、2001（平成 13）年度から 2004（平成 16）年度までの調達資機材は、表 3-2 のとおり肥料、農

薬及び農機である。 
 

表 3-2 至近 5 年間の年度別 2KR 調達資機材（2001-2005） 
 

年度 区分
ロット

No. 品目 仕様 数量 単位

1 硫酸カリ（SOP） 1,357 トン

2 NPK 12-11-18 1,233 トン

3 メトリブジン 70% WP 3,282 kg

4 トリフォリン 19% EC 7,320 L

5 乗用トラクター 45-54HP 77 台

6 乗用トラクター 77-88HP 73 台

7 乗用トラクター 95HP以上 77 台

8 コンバインハーベスター 35HP以上 66 台

1 硫酸カリ (SOP) 505 トン

2 NPK 12-11-18 12-11-18 503 トン

3 乗用トラクター 77～88HP 67 台

4 乗用トラクター 95HP以上 91 台

5 コンバインハーベスター 35HP以上 85 台

1 乗用トラクター 77～88HP 9 台

2 乗用トラクター 95HP以上 10 台

3 コンバインハーベスター 35HP以上 46 台

4 コンバインハーベスター 35HP以上 18 台

2004

2002

農機

農機

2001

肥料

農薬

農機

肥料

 
 （出典：平成 16 年度 2KR コミッティ資料） 
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 なお、平成 16（2004）年度に調達した乗用トラクター及びコンバインハーベスターは対象地域で

あるベニスエフ（Beni Suef）県及びファイユーム（Fayoum）県の AMS に全て配備された。各 AMS
の配備状況は以下のとおり。なお、不良在庫は全く確認されなかった。 
 

表 3-3 平成 16（2004）年度 2KR 農機配布状況 
 

県名 AMS 乗用トラクター
77～88HP

乗用トラクター
95HP以上

コンバイン
35HP以上

ベニスエフ県 ワスタ 1 1 6
ナセル 1 1 6

アナシア 1 1 10
セズ 1 2 7

4 5 29
ファイユーム県 タミア 1 1 6

セノレス 1 1 6
エドワ 1 1 6
エツァ 1 1 9

エブシェイ 1 1 8
5 5 35
9 10 64

小計

小計

合計  
 （出所：MALR） 

 

3-2 効果 

(1) 食糧増産面 
今般の対象作物であるコムギの至近 5 年間の生産量、作付面積及び単収 1 を表 3-4 に示す。 

 
表 3-4 対象作物の生産量と単収の推移 

 
 （単位：生産量 1,000 トン 作付面積 1,000ha 単収 トン/ha） 

対象作物 年 2000 2001 2002 2003 2004 対2000年比

生産量 6,564.05 6,254.58 6,624.87 6,844.69 7,177.85 109.4%
作付面積 1,034.99 983.74 1,029.59 1,053.02 1,094.74 105.8%
単収 6.34 6.36 6.43 6.50 6.56 103.5%

コムギ

 
  （出典： FAOSTAT 2006） 

 
「エ」国のコムギの生産量については、2000 年の 6,564,050 トンから 2004 年の 7,177,850 トンと、作

付面積は 2000 年の 1,034,990ha から 2004 年の 1,094,740ha、単収は 2000 年の 6.34 トン/ha から 6.56 トン

/ha と漸増傾向にあるが、「エ」国 MALR（農業・土地開拓省）は本漸増傾向における 2KR による直接

的な食糧増産効果を統計データ等により定量的に示すことは困難であるとの見解を示している。これは、

2KR で調達された農機が供される農機貸出サービスの他に、気象条件や灌漑水路の整備状況等、他の要

因が大きく影響すること、また肥料や農薬等の農業資材については民間ディーラーによる調達ルートが

存在しており、2KR の農機の投入のみの効果を抽出するのは困難であるためである。しかし、MALR は

以下の理由により『過去の 2KR が「エ」国の食糧増産に裨益している』と評価している。 
 

                                                   
1 単位面積（ha）あたりの収量。 
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農機貸出サービスに 2KR の農機を投入することで、農機を保有することが経済的に困難な低収入の貧

困農民及び小規模農民が乗用トラクターやコンバインハーベスター等の農機を低料金 2 で利用でき、農

民は従来よりも短期間で効率的に農作業を完了し、耕作面積の拡大による増産効果が生まれており、2KR
の農機が「エ」国の食糧増産に与えた影響は大きい。 

 
 (2) 貧困農民、小規模農民支援面 

MALR は、2KR で調達された農機を農家等に直接売却せず、同省が全て保有し農家に貸与する農機貸

出サービスを実施している。｢エ｣国では乗用トラクターが自国生産されておらず、外国からの輸入品か

合弁企業によるライセンス生産であるため比較的割高となっており、低収入の貧困農民及び小規模農民

が乗用トラクターやコンバインハーベスター等の農機を保有することは経済的に困難である。一方、農

機貸出サービスは各農家が必要な時期に農機を低料金で利用でき、さらにメンテナンスは全て MALR
が行うため、農家においては一切のランニングコストが発生しない。さらに、農繁期において、民間ベ

ースでは農機や農具に対する競合によって費用が上昇するが、MALR による農機貸出サービスは、農繁

期であっても農閑期であっても全国一律の料金で農機の貸出が行われている。以上のことから、本サー

ビスにおいて貸出対象となる農機を提供する 2KR は「エ」国の貧困農民及び小規模農民のニーズに見合

ったものであり、農作業時の農家の負担軽減のみならず、農作業を適期に行うことで連作障害による病

害虫の発生や地力の低下を防止し、農業経営の健全化の一助となっているといえる。 
また、MALR は見返り資金の活用によりこれまで多数の AMS を建設し、農機貸出サービスの拡充を

図っており、貧困農民及び小規模農民の農機へのアクセス改善が食糧増産に貢献していることも 2KR
の間接的な裨益効果である。 
 

3-3 ヒアリング結果 

2KR の「エ」国実施機関、農民グループ、NGO、資機材販売業者及び国際機関に対してヒアリングを

行った。ヒアリングからは全体として「エ」国における農機貸出サービスの高いニーズが確認され、同

サービスに必要となる農機を提供する 2KR の役割が肯定的に評価されている。以下にヒアリング対象者

別の聞き取り結果をまとめる。3 
 

(1）農業・土地開拓省（MALR）農業機械化局 

「エ」国の農業分野においては、他のドナーによる農業機械の直接供与は皆無であるため、MALR
は 2KR が廉価な農機貸出サービスにより小規模・貧困農民を支援するかけがえのない援助であると考

えている。また、乗用トラクターやコンバインハーベスター等の農機は、定期的に保守・点検作業を

行い、スペアパーツの交換や必要に応じて大きな修理も行っており、過去に供与された農機も、耐用

年数を越えたものや修理中の一部農機を除いて、稼働状況は良好である。 
2KR の対象は農機貸出サービスにおけるコムギを生産する小規模・貧困農民であり、民間業者が農

機の販売対象としている綿花やサトウキビ等を生産する大規模プランテーションではないため、2KR
が民間市場を圧迫することは一切ない。 

 
(2) 農民組合 

夏はメイズ（6 月に播種）、秋はコムギ、クローバー（10 月）の圃場耕起に MALR の農機貸出サービ

スを利用する。ただし、農繁期は農機の需要が高まるとともに、水利組合の規定で自分の圃場に水が

引けるのは 2 週間に 1 回のため、2 週間程待つことになる。しかし、MALR のトラクターの利用料金は

                                                   
2 第 4 章に主たるリース料金を記載。 
3 詳細は別添資料 4。 
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民間の半額であるため、2 週間程待つことは苦にならない。特に MALR のトラクターは馬力が大きく、

深耕が可能なため、組合員のニーズも高い。しかし、農繁期は需要に対して農機の数が不足するため、

乗用トラクターの数を増やしてほしい。 
 
(3) 農機販売業者 

「エ」国においては出稼ぎ等による農村の労働力不足により農機需要は近年ますます高まっている。

しかし、農民の購買力がそれに追いついておらず、「エ」国の農機の民間市場はまだ小規模で発展途上

段階にある。その中で、2KR で調達された日本製の乗用トラクターやコンバインハーベスターは、

MALR の農機貸出サービスを通じて、その生産性と品質の高さから農民に高い支持を受けており、2KR
は「エ」国民間市場を活性化するための起爆剤となっている。 

 
(4) 国際機関/国連食糧農業機関（FAO） 

FAO が得意とするところは各プロジェクトのインパクト評価であり、機材供与後のインパクト評価

等を 2KR で実施するのであれば、具体的な連携協力も検討に値する。 
各国ドナーによる機材調達は概ねドナー本国のタイドとなっていることが多い中、2KR が機材調達

をアンタイドで実施している点は評価できる。 
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第４章 案件概要 
 

4-1 目標及び期待される効果 

 第 5 次経済・社会開発 5 か年計画（The Fifth Five Year Plan for Economic and Social Development 
2002-2006）においては、農業分野は外貨獲得、雇用創出、自給率向上の観点から重要視されており、

主要開発戦略として伝統農法の改良、主要作物の自給率向上、土地・水資源利用の効率化が掲げられて

いる。 
 本年度の要請書によれば、2KR の裨益対象は、ギザ（Giza）県及びミニア（Menia）県の小規模・貧

困農民約 10 万世帯である。「エ」国における貧困農民は、農業資機材を購入する財源がなく、家族を養

う食糧を生産することができない農民とされており、両県の貧困層が約 170 万人、約 20 万世帯と推定

されることをふまえれば、「エ」国より要請された農機が 2KR で調達され、MALR が実施する廉価な農

機貸出サービスの拡充により、対象地域における貧困農民の農業生産性を向上させ、「エ」国の貧困削

減の一助となることが期待される。 
 

4-2 実施機関（農業・土地開拓省） 
「エ」国における 2KR の実施責任機関は MALR である。現在同省は総務局、財政局、女性雇用局、

許認可局、経済局、農業普及局、農業事業局、土地開拓局、畜産局、農業機械化局の 10 局体制で、こ

のうち農業機械化局が 2KR の担当局である。 
同局は、2KR 要請書の作成及び提出、調達代理契約の締結、入札図書の確定、業者契約の締結を含む入

札評価、コミッティ協議の開催、見返り資金の積立報告と使途申請から、AMS による農機貸出サービ

スの実施、農機の保守・メンテナンス、スペアパーツの調達及び交換、通関・免税手続から AMS まで

の農機搬送等まで、「エ」国側窓口局として 2KR にかかる全業務を統括している。 
図 4-1 に AMS を含む農業機械化局の組織図を記す。 
MALR の 2004/05 年度予算は、表 4-1 のとおり EGP 1,341,059,000（約 268 億円）である。2000 年以来

ほぼ均衡を保っており、財政事情の逼迫による 2KR 実施体制の脆弱化等は見受けられない。なお、農

業機械化局の総人員は 9,485 名だが、同省の職員数及び各局の人員配置については明らかにならなかっ

た。 
 

表 4-1 MALR の予算推移 
 

 （単位：EGP 1,000） 

区分 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
予算 1,291,659 1,256,257 1,485,275 1,279,583 1,341,059
支出 1,070,717 960,611 808,378 868,276 890,066  

 （出所：MALR） 
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農業機械化局

次官

法務顧問
技術フォローアップ

顧問
技術顧問

保守・ワークショップ部 研修部 技術部 総務・経理部

保守課 普及課 フォローアップ課 経理課

スペアパーツ班 実験・車輌課 総務・経理査察課 会計課

ナイルデルタ
ワークショップ課

研修課 技術課 購買課

上エジプト
ワークショップ課

燃料課 店舗課

南・上エジプト事務所 北・上エジプト事務所 中部デルタ事務所 ガルベイヤ・メヌフェイヤ事務所 カルユビア・シャルキーヤ事務所 北デルタ事務所

アルワジ・
アルガデッド

支所
ケナ・アスワン支所 ソハグ支所 アシウット支所 ミニア支所 ベニスエフ支所 ファイユーム支所 ギザ支所

エララディ・
ガデダ支所

ベヘイラ支所
カフル　アル
シェイフ支所

ワジ　アル
ナトロン支所

メヌフェイヤ支所 ガルベイヤ支所
シャルキーヤ

支所
北シャルキーヤ

支所
カルユビア

支所
キャナル・サイニ

支所
南ダカレィヤ支所 北ダカレィヤ支所

ハルガ ルクソール ソハグ ダイルート マラウイ セズ エツァ ウェルダーン ガナクリース ダマンフール サハ
ワジ　アル

ナトロン
ケスナ マハラ ジャルブ　ネグム カフル　サクル トゥフ カサシン エンベラウィン マンザラ

ダハラ クス マラガ マンファルート マガガ ナセル サノレス バドラシーン
アフメッド

シャウキ
カフル　アル　ダワール ベイラ マリオット ショハーダス サンタ サディヤン アブ　キビール

シェビン

アル　カナテル
ファイード アガ

メニエット　アル

ナスル

ファラファ コルン　オンポ サコルタ アワルネ サマルート ワスタ アレドゥア サフ
ナギブ

マフーズ
エタイ　アル　バルード デスーク

バンガル

アル　ソカル
アシュムーン クトゥール マシュトゥール ヘヤ カリョブ スエス シェルビーン デケムス

ジャルク

エロワイナット
アブ　センベル バルデス セドファ アジーマ ナシア タルネヤ サラーム マハムディア ケレン

アブ　アル

ラキーブ

ベルケット

アル サーバ
バシオン ベルビーズ フサイニャ バハナ フェルダン ベルカス ファラスコル

モンシャ コセヤ ジェハッド エブシュワイ
アブ

アル　マタルネール
シディ　サラーム ゾフール タラ エビヤール エンシャス ガザリ カフル　シュクル アリシュ カフル　サード ベラシ

サラーム コタ デレンガット モトゥープス
マルサ

マトルーフ

セルス

アル　アヤーン
アジゼイヤ アブ　ハマッド ハンカ ポル　フォアッド ザルカ

テルナ アブガンデール アビス ファイルーズ
シャルク

サフル　アルティナ

アラフーン シュバルヒート ハムール ミート　ハラフ サフル　アルティナ

アヤット

ベニ・サラマ

図4-1 MALR農業機械化局組織図

（出所：MALR)

ヨセル

アルセデック
サワーフ ハタバ

コム　ハマダ

バグール カナテル
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4-3 要請内容及びその妥当性 
(1) 要請品目・要請数量・対象作物・対象地域 

 要請品目・要請数量・対象作物・対象地域については、表 4-2 のとおりで合意した。 
 

表 4-2 要請品目・要請数量・対象作物・対象地域 
 

No. 要請品目 要請数量 対象作物 対象面積 (フェダン) 対象地域

1 乗用トラクター (4WD) 77-88HP 100 台

2 乗用トラクター (4WD) 95HP 以上 100 台

3 コンバインハーベスター 35HP 以上 100 台

コムギ 80,000 ギザ県 
ミニア県

 （出所：MALR） 
 

ギザ県はナイル河下流デルタ地域の北部に位置する亜熱帯性気候地域で、表 4-3 のとおりデルタ地帯

を流れる比較的豊富な農業用水を利用したコムギ、トウモロコシ、綿花等の栽培がさかんである。これ

に対しミニア県は年間を通してほとんど降雨のない乾燥性ステップ気候地域で、ナイルバレーと呼ばれ

る幅 2～10km に及ぶグリーンベルト地帯に灌漑用水を利用してトウモロコシ、野菜、コムギ等を栽培し

ている。このように、コムギは両県で広く栽培されている食糧作物であり、本年度の対象作物として妥

当と判断される。 
 

表 4-3 コムギの県別作付面積（2004 年） 
 

 （単位：ha） 
ギザ県 ミニア県

作物の種類 作物の種類

コムギ 714,730 トウモロコシ 64,210
トウモロコシ 237,604 野菜 46,157
綿花 37,194 コムギ 30,055

その他 68,228 その他 7,347

合計 1,057,756 合計 147,769 100.0%100.0%

作付面積

43.5%
31.2%
20.3%
5.0%6.5%

作付面積

67.6%

3.5%
22.5%

 
 （出所：MALR） 

 
ギザ県にはバドラシーン（El Badrasheen）、サフ（El Saff）、アヤット（El Ayat）、ウェルダーン（Werdan）、

ベニ・サラマ（Beni Salama）の 5 か所の AMS 1、ミニア県にもサマルート（Samaloot）、マラウイ（Malawi）、
マガガ（Maghagha）、ジェハッド（El Gehad）、アジーマ（El Azeema）の 5 か所の AMS があり、今般要

請された乗用トラクター2 機種及びコンバインハーベスターはこれら AMS が実施する農機貸出サービ

スに使用される。 
本年度の対象地域であるギザ県、ミニア県は、2KR が 1981（昭和 56）年度に「エ」国において実施

されて以来、初めての対象地域である。MALR によれば、両県は農業開発の可能性を有していながらも

貧困地域に属しており、貧困農民の農機に対するアクセスを改善し、農業生産性を向上させることが急

務となっている。両県の AMS の農機は 80 年代から 90 年代初頭にかけて独自調達したものが多く、定

期点検は行っているものの、メーカーによる生産停止以降、スペアパーツの調達が困難なため適切な修

理が行えず、老朽化が進んでいる農機がある。しかし、廉価な農機貸出サービスに対する農家の需要は

                                                   
1 アヤットとベニ・サラマの AMS は施設整備が進行中であるため、現在は農機を保有していない。 
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高く、農繁期のみならず農閑期においてもトラクターの数量が不足しており、コンバインハーベスター

は両県とも全く保有しておらず、本年度要請された乗用トラクター及びコンバインハーベスターは調達

品目として妥当と判断される。 
 

表 4-4 ギザ県 AMS 所有農機一覧 
 （単位：台） 

AMS

バドラ
シーン

サフ アヤット
ウェル
ダン

ベニ・
サラマ

合計

農機区分・仕様

New Holland 100 HP 4 4
New Holland 140 HP 6 6
New Holland 160 HP 5 5
Case 170 HP 1 1
Ursus 78 HP 3 3
Ursus 120 HP 1 1
John Deer 120 HP 14 14
Karakof 120 HP 2 2
Naser 65 HP 9 2 11
Hinomoto 40 HP 2 14 2 18

0
合計 2 58 0 5 0 65

乗用トラクター

コンバインハーベスター

 
 （出所：MALR） 

 
表 4-5 ミニア県 AMS 所有農機一覧 

 （単位：台） 
AMS

サマル
ート

マラ
ウイ

マガガ
ジェ
ハッド

アジ
ーマ

合計

農機区分・仕様

New Holland 100 HP 1 2 3
New Holland 140 HP 1 1
New Holland 160 HP 2 3 2 1 8
Case 170 HP 1 1
Ursus 78 HP 1 1 2
Ursus 120 HP 0
John Deer 120 HP 3 5 1 9
Karakof 120 HP 2 2
Naser 65 HP 3 1 1 5
Hinomoto 40 HP 1 5 1 7

0
合計 7 19 8 2 2 38

乗用トラクター

コンバインハーベスター

 
 （出所：MALR） 
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次に各品目の調達妥当性を必要数量から検証する。 
 
①乗用トラクター77-88HP、同 95HP 以上 ＜各 100 台＞ 

 

 乗用トラクターは、各種の作業機を牽引または駆動して、耕起、中耕、防除、収穫、運搬等の農作業

全般において幅広く利用できる。今般要請されたトラクターの仕様は四輪駆動（4WD）、77-88HP 及び

95HP 以上であるが、同一仕様の乗用トラクターは過去に調達実績があり、AMS の農機貸出サービスに

て耕起から収穫までの幅広い用途で活用されており、耐用年数を越えたものや修理中の一部を除いて、

現時点の稼動状況も概ね良好である。また、MALR の保守・管理体制にも遺漏がない。 
 
 MALR が示した「エ」国の算定基準にて、各乗用トラクターの必要数量を確認する。なお、対象面積

である 80,000 フェダンは AMS による農機貸出サービスを対象とするコムギの作付面積である。 
 

(a) 乗用トラクター1 台の単位面積（フェダン）あたりの総作業時間（時間/フェダン） 
①耕起 2.5＋②砕土 1.0＋③均平 1.0＋④播種 0.5＋⑤脱穀 2 3＋⑥灌水 1.5 = 9.5 時間/フェダン 
 

(b) 乗用トラクター1 台あたりの作業面積/年 
（1 台あたりの作業予定時間/年÷1 フェダンあたりの総作業時間=作業面積/年） 

1,200 時間/年（「エ」国基準）÷ 9.5 時間 ≒ 126 フェダン/年 
 
(c) AMS における乗用トラクターの必要台数 
（本年度のコムギの対象面積÷乗用トラクター1 台あたりの作業面積/年=必要台数） 
ギザ県 40,000 + ミニア県 40,000 = 80,000 フェダン 
80,000 フェダン÷126 フェダン ≒ 635 台 
 
よって、各乗用トラクターの要請数量 100 台、計 200 台は、全必要数量の 635 台からギザ県及び

ミニア県全 AMS の現在の保有トラクター103 台（65 台＋38 台=103 台）を差し引いた 532 台の 56.4％
となり、乗用トラクター77-88HP 及び同 95HP 以上の各 100 台ずつの調達はそれぞれ妥当である。 

 
②コンバインハーベスター 35HP 以上（自脱型） ＜100 台＞ 

 

自動脱穀機を基本ベースとして、これに刈取部と走行部を装備し、圃場を自走しながらコムギ、イネ

類を刈り取り、脱穀・選別する収穫機械である。大きさは刈取条数によって分類されるほか、下扱き・

上扱きなどの脱穀部形式やグレンタンクの有無等によっても区分される。今般の要請コンバインハーベ

スターの仕様は 35HP以上であるが、同一仕様のコンバインハーベスターは過去に調達実績があり、AMS
の農機貸出サービスにてコンバインハーベスターは収穫作業に活用されており、耐用年数を越えたもの

や修理中の一部を除いて、現時点の稼動状況も概ね良好である。また、MALR の保守・管理体制にも遺

漏がない。 
 
 
 
 

                                                   
2 PTO に脱穀用の作業機を連結して脱穀作業を行う。 
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MALR が示した「エ」国の算定基準にて、コンバインハーベスターの必要数量を検証する。なお、対

象面積である 80,000 フェダンは、乗用トラクター同様、AMS による農機貸出サービスを対象とするコ

ムギの作付面積である。 
 

(a) コンバイン 1 台の単位面積（フェダン）あたりの年間総作業時間（時間/フェダン） 
①刈取 1.0 時間/フェダン 
 

(b)コンバインハーベスターあたりの作業面積/年 
（1 台あたりの作業予定時間/年÷1 フェダンあたりの総作業時間=作業面積/年） 
450 時間/年（「エ」国基準）÷ 1.0 時間 = 450 フェダン/年 

 
(c) 必要台数（本年度のコムギの対象面積÷乗用トラクター1 台あたりの作業面積/年=必要台数） 

ギザ県 40,000 + ミニア県 40,000 = 80,000 フェダン 
80,000 フェダン÷450 フェダン ≒ 178 台 
 

 よって、コンバインハーベスターの要請数量 100 台は必要数量 178 台の 56.2％となり、コンバインハ

ーベスター100 台の調達は妥当である。 
 
(2) ターゲットグループ 

本年度 2KR のターゲットグループについては、表 4-6 のとおりギザ県及びミニア県における 1 フェダ

ン以下の農地を所有する貧困農民を含む 5 フェダン以下の農地を有する小規模農民約 10 万世帯を対象

としたい旨、MALR より申し入れがあった。裨益対象となる小規模農民は貧困農民を含むコンポーネン

トとなっており、ターゲットグループとして妥当と判断される。 
MALR によれば、AMS による乗用トラクターやコンバインハーベスターの農機貸出サービスの料金

は、例えば乗用トラクター77-88HP の 1 時間あたりの貸出料金が EGP 15（約 300 円）と小規模農民が利

用しやすい価格に設定しているとのことであった。また、実際に農機貸出サービスを利用する際は複数

の農家がサービス料金を分担することで経費負担の軽減に努めており、一定の小規模農民が農機貸出サ

ービスを利用しやすい環境が確保されているといえる。 
 

表 4-6 本年度 2KR 対象農民 
  （単位：世帯） 

区分 ギザ県 ミニア県 合計

小規模・貧困農民 46,792 45,032 91,824
その他 5,199 5,004 10,203

合計 51,991 50,036 102,027  
 （出所：MALR） 
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 (3) スケジュール案 

今般要請されている農機はいずれもコムギが対象作物となっており、コンバインはコムギの収穫時で

ある4月と5月に、トラクターは耕起、施肥、播種、植付け、追肥時である10月から12月にかけて使用さ

れる予定である。対象地域の各機械化ステーションへの配布に要する時間を考慮すると、全ての資機材

が9月初めまでにアレキサンドリア港に到着すれば、当該年の農繁期に遅滞なく使用することができる

と判断する。 
 
作物名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

コムギ

耕起

施肥（元肥）、播種、植付
除草

施肥（追肥）
収穫

 
（出所：MALR） 

図 4-2 作物別栽培カレンダー 
 
(4) 調達先国 

 これまで「エ」国に対して実施された2KRでは、一部のヨーロッパ製品を除き、主に日本製の農機が

調達され、MALR、AMS、農民等から品質が良いとの評判を得ている。民間の農機ディーラーは、地

理的及び品質の観点からイタリア、ドイツ製等のヨーロッパ製品を取り扱うことが多いが、他国の製

品と比較して幾分高価な米国製品も、品質が優れているため、昨今では業者及び農民からの信頼性が

高いとのことである。実際、MALRも独自の予算でヨーロッパ製品や米国製品を購入して、各AMSに
て農機貸出サービスを行っており、概ね満足しているとのことであった。 

日本製の農機が「エ」国2KRにおいて、MALR、AMS、農民等から高い信頼を寄せられているのは、

20余年来同国へ調達されている実績に加え、メーカーやセンター技術者による定期的かつ適切な保守

管理がなされている結果といえる。 
現地調査時、MALR や農家から、今後 2KR が「エ」国において実施される場合には、日本製品を希

望する声があがったが、過去の 2KR においても、また商業ベースでも、ヨーロッパ製品が問題なく使

用されていることから、入札時の競争性及び公平性を確保するため、調達先国は DAC 諸国とすること

が適当と思われる。 
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4-4 実施体制及びその妥当性 
(1) 配布・販売方法・活用計画 

2KR で調達される農機は販売されず、対象地域であるギザ県及びミニア県の MALR の各 AMS に配備

され、農民への農機貸出サービスに使用される。 
アレキサンドリア港に荷揚げされた農機は、通関終了後、同港から約 70km 離れた MALR の港湾倉庫

に運ばれ、その後各対象地域にある同省の中央倉庫（Central Warehouse）に運ばれた後、各 AMS に順次

配備される。 
現時点では乗用トラクター及びコンバインハーベスターの 終的な調達数量が確定していないため、

両県の各 AMS における具体的な活用計画は定まっていないが、以下に AMS が実施する農機貸出サー

ビスの概要を示す。 
 
① 農機貸出サービス 

農機貸出サービスの料金は、農機や作業機の種類、作業内容、農機の馬力等により区分され、表

4-7 のとおり時間または作業面積毎に設定されている。なお、本料金には作業を行う場所への農機

の往復移送料、オペレーター及び燃料代金が含まれている。 
農家が農機貸出サービスを利用する場合、 寄りの AMS を訪れ、農機の貸出しの申込みを行う。

受付は申込日の先着順となっているため、農機の貸出需要が高い時期には、農機が不足する場合が

ある。 
なお、農機の適正な使用や維持管理の観点から、農家が農機のみ借りることは認めておらず、運

転手が必ずつくことになっているが、農家側が燃料を用意している場合、料金から減額される。 
AMS の運営資金は、一部 MALR から予算措置がなされているが、その大半はサービス料で賄わ

れている。 
 

表 4-7 AMS による農機貸出サービス料金（標準） 
 

 （単位：EGP/円） 
農機区分 単位

乗用トラクター
77-88HP EGP 15 約300円 時間

乗用トラクター
95HP以上

EGP 30 約600円 時間

コンバインハーベスター

35HP以上
EGP 160 約3,200円 フェダン

料金

 
 （出典：平成 18 年度要請書） 

 
 「エ」国の貧困ラインである 1 日あたり USD 2（約 240 円）以下で生活を営む人々の年収は概算

で USD 730（約 87,600 円）となるが、各サービス料金はそれほど高額ではなく、MALR の貧困農

民に対する配慮がうかがえる。また、サイト視察時に訪問した AMS の関係者によれば、農機貸出

サービスを利用する際は複数の農家が一緒に申し込み、サービス料金を分担することで経費負担の

軽減に努めているとのことであった。 
 
② 農機の保守・管理 

 AMS の規模については、大規模、中規模、小規模と分かれている。小規模の AMS は農機貸出サ

ービスと日常の整備をこなす程度であるが、中規模、大規模となるにつれ、ワークショップの規模

が大きくなり、整備工具が充実し、メカニックの修理技術も高くなる。AMS の全ての農機は、全
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AMSがMALRの管理下に保有する全ての機械の状態を勘案し、年間の稼働計画が立てられる。AMS
による農機貸出サービスは本稼動計画に基づいて実施されている。 
また、MALR の農業機械化局は、全ての AMS の保有する農機の種類、年式、台数及び状態を把

握しており、翌年度に必要となる消耗品、スペアパーツを算定し事前に一括調達している。年度途

中で追加の消耗品またはスペアパーツの調達の必要性がある場合、AMS が農業機械化局に連絡し、

同局が必要と認めた場合は、スペアパーツが調達され、農機の部品交換や修理が行われる。なお、

スペアパーツの調達は、概ね MALR の独自予算によるものが多いが、見返り資金を活用した一般

競争入札を実施する場合もある。 
他方、各 AMS はそれぞれ事業予算を持っているため、消耗品等が緊急に必要になった場合、独

自に調達手続が実施できる。また、同一の地域事務所管内であれば、他の AMS との間でスペアパ

ーツの流用を行ったり、農業機械化局に連絡の上、他地域の AMS から必要となるスペアパーツを

調達、あるいは中央倉庫からのスペアパーツの追加供給を受けることができる。このように各 AMS
は様々な方法でスペアパーツの調達を行うことができ、その財源も十分確保されている。 

 
(2) 技術支援の必要性 

農機貸出サービスに使用される農機については、MALR の保守管理体制により日常の点検はもち

ろん、簡易から高度な修理まで対応できているため、JICA の技術協力プロジェクト等による別個の

技術支援は不要と判断される。ただし、農機に関しては技術革新が日々進んでいることから、新し

い技術に「エ」国側関係者がスムーズに順応できるよう納入時のメーカーによる技術研修の実施は

一考に価する。 
 

(3) 他ドナー・他スキームとの連携の可能性 

①わが国の他の援助スキーム、協力プログラム 
「エ」国には現在、農業分野において青年海外協力隊が派遣されているが、前述のとおり農機貸

出サービスに供される農機については、MALR の保守管理体制により日常の点検はもちろん、簡易

から高度な修理まで遺漏なく対応できていることから、JICA の農業専門家や青年海外協力隊の派

遣といった別個の技術支援は不要であり、納入時のメーカーによる技術研修の対応で十分と思料す

る。 
なお、現在、西ナイルデルタにおける農業機械化の促進を目的として無償資金協力「ダマンフー

ル農業機械化近代化計画」が検討されており、ダマンフール農業機械化ステーションの研修機能、

メンテナンス機能、農機貸出サービス機能の 3 機能の拡充を図るため、施設のリハビリと機材調達

が要請されている。本年度の要請品目である乗用トラクター及びコンバインハーベスターは、ギザ

県及びミニア県の AMS にて農機貸出サービスに使用される計画となっているが、要あらば 2KR の

見返り資金を利用して現地調達した農機を同センターに配置し、農機貸出サービスの更なる拡充を

図る等の対応も可能かと思われる。 
 

②他ドナーの援助スキーム、協力プログラム 
現在、MALR とともに農業機械化分野において直接的な協力活動を行っているマルチ・バイの援

助機関や NGO は、現時点ではわが国を除いてほとんどないため、具体的な連携協力の可能性は低

いと思われる。 
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(4) 見返り資金の管理体制 

①管理機関 
 見返り資金は国家予算として計上される。そのため、MALR は 2KR 調達額から見返り資金積立

義務額を算定の上、MOP（計画省）に承認申請を行う。実際に見返り資金を管理し、「エ」国の関

係各機関に報告を行うのは、エジプト中央銀行である。 
 

②積立方法 
a) 見返り資金積立手順 

 AMS の農機貸出サービスの代金は、見返り資金積立には用いられず、別途農業機械化局の別口

座に振り込まれ、同局により一元管理された上、AMS の運営費用に充当される。 
 「エ」国においては、見返り資金は国家予算で積み立てられ、各年度毎の見返り資金口座がエ

ジプト中央銀行に開設されている。積立期限は、2KR 実施に係る E/N（交換公文）締結後「エ」

国人民議会（わが国の国会にあたる）で E/N の承認が得られた時から起算し、 大 4 年を限度と

しており、義務額の 25％ずつを毎年積み立てる。よって、「エ」国の見返り資金は、直接的に 2KR
で供与された農機に関連する内容ではない。見返り資金及び農機貸出サービス料金の積立の流れ

は図 4-3 のとおりである。 

見返り資金の流れ

農機貸出サービスの流れ

① 見返り資金額承認申請

② 見返り資金額にかかる審査、承認

③ 見返り資金支払い依頼

④ 当該年分見返り資金支払い依頼（積立期間4年、毎年義務額の25％積立）

⑤ 当概年分見返り資金の口座への積立

⑥ 農機貸出サービス料金の支払い

⑦ 農機貸出サービス料金の積立

* 各案件年度毎の見返り資金口座を保有

** 農機貸出サービス口座は見返り資金口座と別途に保有。　
本代金は見返り資金積立に供されない

(1) 見返り資金口座
(2) 農機貸出サービス料金支払口座

投資銀行

財務省 農民からの支払料金

エジプト中央銀行 AMS

国庫
（MALR分予算）

MALR

MOP
報告報告

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

 
 （出所：MALR） 

図 4-3 見返り資金積立手順 
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b) 見返り資金積み立て状況 

 2006 年 9 月末現在の見返り資金の積立実績は、表 4-8 のとおり EGP 234,866,228（約 47 億円）、

うち使用額 EGP161,618,474（32 億円）、残額 EGP 73,267,754（約 15 億円）となっている。特筆す

べき点は予算措置による積み上げながらも、1981（昭和 56）年の 2KR 開始当初から各年度の見返

り資金を全て 100%積み立てている点である。なお、見返り資金積立状況は、エジプト中央銀行か

ら関係各機関（MALR、MOP、財務省及び投資銀行等）に定期的に報告されることになっている。 
 

表 4-8 見返り資金積立状況 
 

E/N額 FOB額 積立額 積立率 使用額 残額 E/N E/N

（円） （円） EGP/$ 円/$ EGP/円 (EGP) (%) （EGP）  (EGP) 締結日 発効日

1977 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1978 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1979 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1980 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1981 1,000,000,000 900,000,000 --- --- 0.341 100% 2,530,000 2,530,000 100% 2,530,000 0 1981.11.24.

1982 1,000,000,000 900,000,000 --- --- 0.321 100% 2,660,000 2,660,000 100% 2,660,000 0 1982.03.24.
1983 1,100,000,000 990,000,000 --- --- 0.361 100% 2,920,000 2,920,000 100% 2,920,000 0 1983.11.17.

1984 1,100,000,000 990,000,000 --- --- 0.24 100% 2,910,000 2,910,000 100% 2,910,000 0 1985.04.19.

1985 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
1986 500,000,000 465,200,000 --- --- 0.179 100% 2,590,000 2,590,000 100% 2,590,000 0 1987. 04.26.

1987 500,000,000 472,900,000 --- --- 0.184 100% 2,560,000 2,560,000 100% 2,560,000 0 1988.02.18.

1988 400,000,000 418,100,000 --- --- 0.189 100% 2,210,000 2,210,000 100% 2,210,000 0 1989. 04.05.
1989 500,000,000 450,000,000 --- --- 0.0556 100% 3,449,000 8,984,999 100% 8,984,999 0 1989. 11.23.

1990 500,000,000 423,458,000 --- --- 0.4585 100% 9,226,000 10,679,881 100% 10,679,881 0 1990. 10.18.

1991 500,000,000 473,500,000 --- --- 0.0281 100% 13,292,040 13,292,040 100% 13,292,040 0 1992. 01.14. 1992.04.23 1996.04.22.
1992 500,000,000 411,600,000 --- --- 0.0318 100% 13,096,733 13,096,733 100% 13,096,733 0 1992. 06.08. 1992.06.28 1996.06.27.
1993 600,000,000 534,000,000 --- --- 0.035 100% 18,708,750 18,708,750 100% 18,708,750 0 1993. 06.10. 1993.10.05 1997.10.04.

1994 650,000,000 598,200,000 --- --- 0.0368 100% 22,042,035 22,042,035 100% 22,042,035 0 1994. 08.13. 1995. 01.11 1999.01.10.

1995 600,000,000 556,500,000 --- --- 0.0389 100% 21,645,295 21,645,295 100% 21,645,295 0 1995. 07.10. 1996.02.18 2000.02.17.
1996 600,000,000 539,700,000 --- --- 0.0312 100% 16,823,170 16,823,170 100% 16,823,170 0 1996. 06.20. 1997.02.04 2001.02.03.

1997 700,000,000 611,526,530 --- --- 0.0281 100% 17,163,248 17,163,262 100% 0 17,163,262 1997. 09.22. 1998.05.05 2002.05.04.

1998 700,000,000 629,108,000 --- --- 0.0229 100% 18,831,972 18,831,972 100% 17,965,571 866,401 1999. 01.07. 1999.04.19 2003.04.18.
1999 600,000,000 394,598,057 3.44 106.23 0.0324 100% 12,798,025 12,797,963 100% 0 12,797,963 2000.06.04. 2001.08.25 2004.08.24.

2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2001 840,000,000 747,603,014 3.84 124.05 0.0315 100% 23,563,621 23,563,485 100% 0 23,563,485 2001. 06.03. 2001.10.18 2005.10.17.
2002 968,000,000 900,249,008 --- --- 0.0484 1/2 21,800,380 16,350,161 75% 0 16,350,161 2003. 04.15. 2003.05.27 2007.05.26.

2004 400,000,000 367,746,275 5.79 105.31 0.05398 1/2 10,106,127 2,526,482 25% 0 2,526,482 2005. 03.30. 2005.06.14 2009.06.13.

合計 234,886,228 161,618,474 73,267,754

積立期限
*2年度

為替レート*1 積立義務額
対FOB 率

積立義務額

(EGP)

 
 （出所：MALR・エジプト中央銀行） 
注）*1: E/N 締結月の IMF（国際通貨基金）月平均レート 

  *2: 人民議会による E/N 承認から 4 年間 
 

 「エ」国における見返り資金積立計画にはそれぞれ固有の名前が付されている。前述のとおり

E/N 締結後に「エ」国人民議会（わが国の国会にあたる）で同 E/N の承認が得られた時から起算し

大 4 年を限度としており、義務額の 25％が毎年、積み立てられている。 
  

③見返り資金プロジェクト 
 見返り資金により実施された各プロジェクトは、E/N に基づき全て事前に在エジプト日本国大使

館を通し日本側と協議、承認されており、本調査では見返り資金活用に関する手続き上の問題点は

認められなかった。 
現在、トシュカ（Toska）において見返り資金を使用した新卒就農者研修センター設立計画を実

施している。今後同地域に相当数の農業移住者を受け入れ、学校、病院等の公共施設の建設も行う

予定である。新規就農者は家屋つきの農地をローンにて購入することとなる。ローン返済期間は約

15 年で、約 6 フェダンの農地が提供される。 
2000 年以降の見返り資金プロジェクトを表 4-9 に示す。近年見返り資金は、主として新卒就農者

研修センター建設計画に充当されているが、過去には農機貸出サービスを実施する AMS の建設に

充当された経緯がある。 
なお、今後の見返り資金の活用計画については、特に具体的な計画は示されず、現在、MALR に
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て検討中とのことであった。 
 

表 4-9 見返り資金使用プロジェクト 
 

承認
年度

計画名 支出額

2000 エワイナット（Ewainat）新卒就農者
研修センター建設計画

22,696,000

2001 精米機補修計画 5,931,793
2003
2004

2005
トシュカ（Toshka）新卒就農者

研修センター建設計画（フェーズ2) 35,000,000

トシュカ（Toshka）新卒就農者

研修センター建設計画（フェーズ1) 36,000,000

 
 （出所：MALR） 
 
(5) モニタリング・評価体制 

AMS は農家に対して農機貸出サービスを実施する際、トラクターやコンバインの各運転要員に作

業行程表（Itinerary）を持たせ実施した作業内容を記録させるとともに、作業状況を確認するため運

転要員とは別にもう 1 人の職員を派遣している（ただし、農繁期の要員不足等の関係で農家のみに

運転要員の作業状況を確認させている場合もある）。 
作業行程表は作業終了後、AMS の所長、業務課長、機械整備課長が確認の上署名し、トラクター

及びコンバインの稼動状況を常時チェックしている。乗用トラクター及びコンバインハーベスター

の作業行程表は、保守点検・修理記録とともに、AMS の農機貸出サービスの実施状況、農機の整備・

修理状況にかかる月報の基礎資料となり、同月報は 終的に MALR に提出される。 
 

(6) ステークホルダーの参加 

MALR は、平成 16（2004）年度同様、「エ」国内において、同省とともに農業分野において直接的

な協力活動を行っている他ドナーや NGO は、現時点ではわが国を除いてほとんどないため、これら

機関の参加機会は少ないと思われるが、わが国を除く関係先から照会があれば真摯に対応したいとの

見解を示した。 
また、MALR によれば、農民については、AMS による農機貸出サービスやコムギ、綿花を対象と

した全国キャンペーン等を通じて利用者の声に幅広く耳を傾けており、民間業者に関しては、農機の

保守・管理において密接な連携体制を構築しており、ステークホルダーの参加機会の確保に努めてい

るとのことであった。 
 

(7) 広報 

「エ」国は 2KR の E/N 署名式については毎回テレビ報道を行い、見返り資金プロジェクトの実施

にかかる新聞紙上での入札公示にあたっては、わが国の援助であることを努めて強調している。 
なお、平成 16（2004）年度は引渡式の実施を検討したものの、農機の到着時期が分散したり、 後

の到着となった乗用トラクター77-88HP 9 台が、レバノン紛争のため経由地のイスラエルのハイファ

港に 1 か月以上留め置きとなる等、不測の事態が発生したため、式典を開催する機会を逸してしまっ

た。本案件が実施の運びとなった場合は、本案件を も象徴する農機（現時点ではコンバインハーベ

スターを想定）の到着時に、在カイロ日本国大使館と協議の上、引渡式を開催したいとの意向が示さ

れた。 
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(8) その他（新供与条件について） 

①見返り資金の外部監査 
本年 6 月の平成 16（2004）年度コミッティにおいて、MALR は、入札によって選定される民間

会社が、毎年 1 回の予算措置実施後に、国庫から見返り資金口座への資金の流れについて外部監査

を実施することを確約した。 
MALRはすでに入札により民間監査会社を選定済みで、本年2月9日（木）に第1回目の入金（Down 

Payment）がなされている平成 16（2004）年度の見返り資金の外部監査が遅くとも 12 月末までに実

施される予定である。 
なお、MALR は、本監査実施後速やかに、監査報告書を在カイロ日本大使館に提出することを確

約した。 
 

②見返り資金の小農・貧農支援への優先使用 
MALR は、現在実施を企図している新たな AMS の建設により農業資機材を購入する財源に乏し

い貧困農民に農機貸出サービスを廉価に提供することで、見返り資金の小農・貧農支援への優先使

用に繋げる予定である。 
 

③四半期毎の連絡協議会の開催 
本年 6 月の平成 16（2004）年度コミッティにおいて、MALR よりコミッティ開催後速やかに次

期四半期の連絡協議会開催にかかる協議を行うとの合意を得ている。同省にその後について確認し

たところ、右合意をふまえ、コミッティ開催時に日本側から提案があった鳥インフルエンザ対策に

係る見返り資金の活用や見返り資金口座の外部監査の実施方法等について、多いときは 1 週間に 1
度の割合で、在カイロ日本国大使館と協議を実施した旨、説明があった。 

 
④調達代理方式 

平成 16（2004）年度にて受入済みにつき、特に問題はなかった。新たに策定された「貧困農民支

援」に係る調達ガイドラインに基づき、MALR と調達代理方式について改めて協議を行い、合意を

得た。 
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第 5 章 結論と課題 
 

5-1 結論 

本案件の実施は妥当であると判断する。その理由は以下のとおり。 

 
（1） 農機貸出サービスに対する需要が高い 

「エ」国における貧困層は約 1,200 万人とされ、全人口の約 17％を占めている。人口増加による

食糧の国内需要が高まる中、貧困層はこの 10 年漸増しており、貧困削減のため農業生産性の向上に

よる所得収入の拡大が急務となっている。 
他方、1 フェダン以下の耕地を有する貧困農民は約 160 万世帯とされ、「エ」国全体の 42.9%を占

めている。また、世界銀行の国別援助戦略（2006-2009）によれば、貧困層の 63%が農村地域に存在

するとされ、農村地域において貧困層は確実な広がりをみせている。 
農産物と食料品に対する政府補助金の削減に伴う所得収入の低下により農業資機材を購入する財

源が乏しくなった貧困農民にとって、MALR が実施する AMS による廉価な農機貸出サービスは、農

業生産性の向上による所得増加に少なからず貢献している。 
近年、民間業者は燃料費の高騰から農閑期でも農機貸出サービス料金を下げなくなり、利用者か

ら AMS の約 2 倍のサービス料を徴収しているが、AMS の料金は常に廉価かつ一定していることに

加え、民間業者のように耕起作業のみの対応ではなく、耕起、砕土、均平、播種、脱穀、灌水、中

耕、培土、防除、ベーリングといった多種多用な作業を提供できるため、AMS の農機貸出サービス

の評価は高い。 
本年度の対象地域であるギザ県及びミニア県の貧困層は約 170 万人、約 20 万世帯と推定され、貧

困削減のため農業生産性の向上による所得収入の拡大が急務であり、農業生産性の向上のため

MALR が実施する廉価な農機貸出サービスが不可欠となっている。両県における AMS による農機貸

出サービスは約 10 万世帯を対象としており、本サービスの基軸農機となる乗用トラクターやコンバ

インハーベスターを 2KR を通じて調達することは、両県の貧困層 20 万世帯に少なからず裨益するも

のと思料する。 
 

(2) MALR・AMS の農機の保守・管理能力が高い 
農機貸出サービスに供されている 2KR の乗用トラクターやコンバインハーベスター等の農機は、

MALR・AMS が定期的に保守・点検作業を行っており、耐用年数を超えたものや修理中の一部農機

を除いて、その稼動状況は全て良好であり、1980 年代に供与されたトラクターがいまだ現役で働い

ているとの報告もあった。 
また、農機貸出サービスにかかる末端から中枢までの全ての関係機関が有機的かつ組織的に機能

しており、MALR の経年的な事業予算確保により、AMS による日常点検や軽微な修理や AMC（農

業機械化センター）による高度な修理、中央倉庫からの適切なスペアパーツの供給が断続的に行わ

れており、長期間にわたる農機の使用が可能となっているところ、同サービスに供される農機を 2KR
により調達することは適切かつ妥当であるものと判断する。 

 
 
5-2 課題/提言 
(1) モニタリング・評価体制について 

今回の調査で調査団側が要請した対象地域であるギザ県、ミニア県における貧困農民のコムギの

販売状況、農業資機材の調達状況や耕作地別の世帯収入状況等については、「エ」国全体としての統
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計データの未整備もあり、定性的なデータのみの入手にとどまってしまい、AMS の農機貸出サービ

スによる社会・経済的な裨益効果を定量的に検証することができなかった。 
「エ」国全体の統計データの整備にはもうしばらく時間がかかるものと思われるが、今次調査の

結果、本要請が採択され、要請された農機を実際に調達する運びとなった場合には、貧困農民に対

する AMS による農機貸出サービスの定量的な裨益効果が可能な限り確認できるよう、例えば MALR
が対象地域の貧困農民のベースライン調査を行った上で、農機貸出サービスにおける社会・経済的

インパクトを検証する等の対応を求めたい。 
 

(2) 貧困層の裨益効果を確保するための工夫 

AMS による農機貸出サービスにおいて、MALR は、乗用トラクター77-88HP の乗用トラクター

77-88HP の 1 時間あたりの貸出料金が EGP 15（約 300 円）と、貧困農民を含む小規模農家が農機貸

出サービスを利用しやすい価格を設定している。これに加え、小規模農家に優先的に農機を貸し出

したり、全国一律の貸出料金を 2KR の対象地域においては一定の割引をかけたり等の工夫を行えば、

貧困層の裨益効果をさらに確実に確保できるものと思われる。 
 

(3) 適正な見返り資金の積立 

 「エ」国においては見返り資金は国家予算で積み立てられ、2KR 実施に係る交換公文（E/N）締結

後「エ」国人民議会（わが国の国会にあたる）で E/N の承認が得られた時から起算し、最大 4 年を

限度とし、義務額の 25％ずつを毎年積み立てる。 
1981 年の 2KR 開始当初から、「エ」国の見返り資金は各年度とも 100%の積立を達成しているが、

これは政府の予算措置によるものであり、農機貸出サービスにより徴収される利用料金は MALR が

管理する別口座に積み立てられている。 
2KR の見返り資金は調達した資機材の販売、貸与等により発生した収益を積み立てることが本旨

であり、新供与条件の 1 つである外部監査導入も資機材の販売・貸与等により発生した収入と見返

り資金プロジェクトにより拠出された支出の透明性を確保するために導入されたものである。 
したがって、「エ」国政府との対話をふまえ、本来の見返り資金の趣旨を二国間で共有し、予算措

置に代え資機材の販売貸与による適切な見返り資金積立を行うべきである。 
 

(4) 農機の独自調達の検討 

 先に述べたように、AMS による農機貸出サービスでは、農機貸出サービスにかかる末端から中枢

までの全ての関係機関が、MALR の責任あるリーダーシップの下、有機的かつ組織的に機能してい

る。また、他国の援助協力により調達され、すでに生産が中止された 80 年代初頭の乗用トラクター

を四半世紀たった現在でも現役で活用しており、すでに自立した保守・管理能力を持っている。 
他方、2004/2005 年の MALR の予算は EGP 1,341,059（約 270 億円）と潤沢であり、農機の独自調

達を行うことは予算的には決して不可能でなく、2KR に代わって MALR が独自に調達した農機によ

る農機貸出サービスの実施についても検討されるべきと考えられる。 
 





添 付 資 料 

1. 協議議事録 

2. 収集資料リスト 

3. 対象国農業主要指標 

4. ヒアリング結果 













































2. 収集資料リスト

1 Budget of the Ministry of Agriculture and land Reclamation Year 2004/2005, Breakdown of the
expenditure 2004/2005 -MALR

2 Country Assistance Strategy 2005- World Bank
3 County & Regions - World Bank
4 Current supply condition of spare parts for agricultural machinery - MALR
5 Deposit situation of Counter Part Fund as of September 2006 - MALR
6 Distribution of farm machinery in 2KR / 2004 for Beni Suef & Faiyum - MALR
8 Export and import of major food crops, and national balance of supply and demand - MAL
9 General situation of agriculture - MALR

10 Government policy of price control of agricultural inputs and / or subsidy for farmers - MAL
11 Implements population in the annual inventory - MALR
12 Import of major food crops - MALR
13 List of companies of agriculture machinery - MALR
14 Machines population in the annual inventory - MALR
15 Number of agriculture workers and its ratio to all working population - MALR
16 Organization Structure of Agricultural Mechanization Sector - MALR
17 Payment schedule of CPF for KR2 - MALR
18 Regulation / manuals which indicate the implementation system and rules concerning the deposit and

management of the counterpart fund - MALR
19 Regulation / manuals which indicate the implementation system and rules concerning the distribution

of items procured under the 2KR program - MALR
20 Result of the Connter Part Fund - MALR
21 Seasonal calender of major crops - MALR
22 Statement of deposit of Counter Part Fund - Central bank of Egyp
23 Target area, Target farmers and Number of beneficiaries - MALR
24 The Fifth Five-Year Plan for Socio Economic Development (2002-2006) - Ministry of Planning
25 JICA エジプト国ダマンフール農業機械化センター近代化計画予備調査報告書

26 同 平成16年度国別事業実施計画（エジプト）





添付資料 4. ヒアリング結果 
 

(1)農業・土地開拓省（MALR）農業機械化局 

「エ」国の農業分野においては、他ドナーによる農業機械の直接供与は皆無であるため、

MALR は 2KR が廉価な農機貸出サービスにより小規模・貧困農民を支援するかけがえの

ない援助であり、その観点から、コムギの播種及び収穫時期に、全国キャンペーン（National 
Campaign）として、AMS から無料で農機を貸し出す場合もある。 
また、乗用トラクターやコンバインハーベスター等の農機は、定期的に保守・点検作業

を行い、スペアパーツの交換や必要に応じて大きな修理も行っており、過去に供与された

農機も、耐用年数を越えたものや修理中の一部農機を除いて、農機の稼働状況は全て良好

である。1980 年代に供与されたトラクターもいまだ現役で働いている。 
2KR の対象は農機貸出サービスにおけるコムギを生産する小規模・貧困農民であり、民

間業者が農機の販売対象としている綿花やサトウキビ等の購買力の高い大規模プランテー

ションは対象ではないため、2KR が民間市場を圧迫することは一切ない。 
 

(2) 農民組合 

① Towfiqya Farmers Association（ミニア県 サマルート） 

1960 年代設立。組合員数 1,200 名。組合長（president）1 名、事務局長（secretary）1 名、

運営委員（board）4 名、計 6 名の執行部がある。入会費用として 1 フェダンあたり EGP 10
（約 200 円）/年を徴収する。 
主たる活動として、土地の係争防止にかかる登記証明の発行（1 件あたり EGP 3 <約 60

円>）、肥料（尿素、硫安、SOP）、農薬（除草剤）、種子（メイズ、大豆、クローバー）の

優先提供を行っているが、種子は供給量が確保されていることが組合員のメリットである

ため、市況価格で販売している。 
同組合のコメントは以下のとおり。 
 
夏はメイズ（6 月に播種）、秋はコムギ、クローバー（10 月）の圃場耕起に AMS の乗用

トラクターを利用する。農繁期は需要が高まるため 7 日から 10 日待つことになるが、料金

が安いため苦にならない。 
70HP のトラクターで耕起作業を行った場合、AMS なら EGP 60（1,200 円）/時間程度だ

が、民間に頼んだ場合は EGP100（約 2,000 円）/時間となる。組合長自身も農機貸出サー

ビスを行っているが、民間価格にあわせ EGP100（約 2,000 円）/時間を徴収している。 
民間は、燃料代やオイル代が現在高騰していることや、保守点検や修理作業を自ら実施

しなければならないため、農閑期であっても農繁期であっても、作業料金は常に EGP100
（約 2,000 円）/時間であり、AMS の貸出料金は安くて助かっている。 

 
② Kolonsa Farmers Association（同上） 
1960 年代設立。組合員数 1,800 人。入会費用として 1 フェダンあたり EGP 10（約 200 円）

/年を徴収する。組合員の構成は 1 フェダン以下の農家が全体の 70%、15 フェダンが 25%、

5 フェダン以上が 5%である。執行部は特になし。主たる活動としては、土地の係争防止に

かかる登記証明の発行（1 件あたり EGP 3<約 60 円>）、肥料（尿素、硫安、SOP）、農薬（除



草剤：Propanil）、種子（メイズ、大豆、クローバー）の優先供給があるが、種子は供給量

が確保されていることが組合員のメリットであるため、市況価格で販売している。MALR
の全国キャンペーン（コムギ、綿花）実施時には AMS が提供する無料サービスを組合員

が利用できるよう努めている。なお、同組合は、乗用トラクターによる耕起作業の他に、

コンバインハーベスター、脱穀機、刈取機による収穫作業に MALR の農機貸出サービスを

利用している。 
同組合のコメントは以下のとおり。 
 
夏はメイズ（6 月に播種）、秋はコムギ、クローバー（10 月）の圃場耕起に AMS の乗用

トラクターを利用するが、農繁期の需要増加に加え、水利組合の規定で自分の圃場に水が

引けるのは 2 週間に 1 回のため、15 日程度待つことになるが、民間のトラクターの利用料

金は AMS の 2 倍であり、さらに AMS のトラクターは馬力が大きく、深耕が可能なため、

組合員のニーズは高い。農繁期は農家の需要に対して農機の数が足りなくなるため、特に

乗用トラクターの数を増やしてほしい。 
 
③ Azizia Farmers Association（ギザ県 バドラシーン） 
1950 年代の設立。組合員数 1,500 人。入会金は無料。執行部もなく、特に活動は行って

いないが、土地の係争問題が頻発する背景から、農家は行政手続とは別に農民組合に所属

し、自分の圃場を守っている。 
同組合のコメントは以下のとおり。 
 
1,500 人のうち、1 フェダン以下の圃場を持つ組合員は全体の 70％で、AMS による農機

貸出サービスは、農繁期には 10 日から 20 日待ちになることもあるが、廉価でしっかりし

ているのでよく活用している。 
 
(3) 農機販売業者 

① El Deyab 
El Deyab 社はイタリアのトラクターメーカーの現地販売代理店である。資本金は EGP 

5,500,000（約 1.1 億円）。1986 年の設立以来、約 250 台の乗用トラクターの販売実績があ

り、近年は農業企業体、砂糖会社、パイナップル生産会社及び大規模農家等を対象に年

間約 15 台を販売している。乗用トラクターの他には、南ア製のボトムプラウ、ディスク

ハロー、タインカルチベーター等の作業機を販売している。2005 年の年間の売上総額は

EGP 16,000,000（約 3.2 億円）。 
同社のコメントは以下のとおり。 
 
平成 16 年度の乗用トラクター（100HP）の調達は当社にとって初めての実績となった。

その後、MALR が独自に行った乗用トラクターの現地調達にかかる入札があり、最終的

に乗用トラクター37 台を同省に納入できたことは、2KR での乗用トラクター調達が当社

の企業イメージを向上させたためである。当社は 2KR を新たな販路を提供してくれたも

のと捉えており、2KR が民間市場に悪い影響を与えているとは思えない。 
スペアパーツはドイツに所在する倉庫からインターネットを通じて購入している。全



体の 70%を占めるフィルターやクラッチ、オイルシール等の常時交換が必要となる部品

（fast moving spare-parts）については発注翌日にカイロに到着、残り 30%の大型のスペ

アパーツについても 2 日から 1 週間あれば十分である。 
実際の修理作業等にあたっては、別会社（Diab Personnel Company）に所属する 30 人

の技師を必要に応じて派遣しており、修理車輌や工具も完備している。 
 
② Daltex Embasco 

Daltex Embasco 社は、わが国のトラクターメーカーの現地代理店である。 
同社はアフターサービスを専管としており、販売は別会社の Daltex Rock が行ってい

る。同社の事業全体のうち、85%がこのアフターサービス業務である。 
同社のコメントは以下のとおり。 
 
2KR は「エ」国の民間市場に悪影響をもたらしておらず、2KR で調達された日本製の

乗用トラクターはその生産性と品質の高さから農民に高い支持を受けており、当社もこ

の期待に応えるべく、メンテナンスマニュアルのアラビア語訳（英語→アラビア語）を

作成し、日進月歩の技術革新に対応できるよう努めている。 
スペアパーツは全て日本から調達するが、発注から到着まで場合によっては 2、3 ヶ

月を要する。このため、機種、型式別にある程度まとまったものを事前に発注し、カイ

ロでストックしている。実際の修理作業にあたっては、同社が実施するものとは別に、

特に複雑な対応と高度な技術が求められるものについて、メーカーが日本から技師を派

遣し、交換を要するスペアパーツもこの技師が持参し、修理を行う場合もある。 
 

③ African Development Co. for Trade (ADCO) 
African Development Co. for Trade（ADCO）は、イギリス及びフィンランドの農機メー

カーの現地代理店である。 
同社は昨年 2005 年に 1 台、EGP 1,000,000（約 2,000 万円）のフィンランド製のコンバ

インハーベスター140HP 4 台を MALR に納入した。なお、同年における MALR に対す

る乗用トラクターの納入実績はないが、Delta Sugar Beet Co., Ltd.等のサトウキビ工場か

らの需要が高いとの由。 
同社のコメントは以下のとおり。 
 
昨年MALRに納入したコンバインハーベスターは 2KRの見返り資金プロジェクト「ト

シュカ（Toshka）新卒就農者研修センター設立計画 1」の一環であり、2KR は間接的な

がらも当社の経営に大きく貢献している。農機の保守・管理に関しては本社とは別に

24,000m2のワークショップがあり、30 人の整備士を確保しており、消耗が激しくすぐに

交換が必要となるスペアパーツ（fast moving spare-parts）はメーカーに計画的に発注して

いるため、ユーザーの求めに応じて即時修理を行うことができる。保管、在庫がないス

ペアパーツについては随時発注するが、1 週間程度でメーカーから取り寄せることがで

きる。ワークショップへの輸送・修理が困難なものについては、エンジニア 1 名、技師
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2 名、運転手 1 名、計 4 名の出張チームを編成し、修理作業にあたっている。 
 

④ Egyptian Company for Automation & Development (ECAD) 
Egyptian Company for Automation & Development（ECAD）は、わが国のコンバインメ

ーカーの代理店である。 
同社のコメントは以下のとおり。 
 
「エ」国ではコンバインハーベスターのニーズは高いが農家の購買力が低いため、年

間 6～12 台の売り上げにとどまっている。これは過去に販売促進の一環として分割払い

を導入したが、1 台分の金額を回収するのに 3～4 年を要するのみならず、代金の支払い

が滞る等の問題が発生したため代金の支払方法を一括前払いに統一したことも原因とな

っている。「エ」国の民間市場はまだ小規模であり、2KR による農機の供与は MALR の

農機貸出サービスを通じ市場活性化に貢献している。 
最近、一部のディーラーが韓国製の中古コンバインをエジプトに持ち込むようになり、

ほとんどのスペアパーツの耐久性が低く、すぐに交換が必要となるものの、中古である

ためスペアパーツの入手がほとんど不可能である。農家は価格の関係ですぐに購入して

しまうようだが、一度故障すると修理不可能となり、農家からクレームが出ている。 
農機の保守・管理に関しては、全国 3 か所の支所に 6 つの移動修理工作車（mobile 

workshop）を配置し、ニーズに応じて出張修理ができるようにしており、特に農繁期直

後に農家からの修理要請が殺到するため、消耗が激しくすぐに交換が必要となるスペア

パーツ（fast moving spare-parts）は、前年度のスペアパーツの売却状況を分析した上、メ

ーカーに事前に発注し、前述の支所の倉庫に保管している。 
また、当社の整備士に対しては、年に 1、2 回の研修を行っており、メーカーも不定期

ながら日本の（財）海外技術者研修協会（AOTS）2 の補助金を利用して本社の技師をエ

ジプトに派遣し、研修の指導にあたっている。 
他国のコンバインハーベスターの寿命は「エ」国では 7 年程度であるが、日本製のコ

ンバインハーベスターは 10 年近く稼動するため、その性能と品質の高さは、購買力が低

いためコンバインハーベスターを購入できない農家からも高く評価されており、こうし

た農家のニーズを満たす 2KR はできるだけ長く続けてほしい。 
 
(4) 国際機関/国連食糧農業機関（FAO） 

FAO が得意とするところは各プロジェクトのインパクト評価であり、機材供与後のイ

ンパクト評価等が 2KR に入ってくるのであれば、具体的な連携協力も検討に値する。 
バイのドナーによる機材調達はおおむねドナー本国のタイドとなっていることが多い

中、2KR が機材調達をアンタイドで実施している点は評価できる。 
 

 

                                                   
2 経済産業省所管の本邦財団法人。 
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